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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
の
改
正
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
国
際
復
興
開
発
銀
行
（
以
下
「
銀
行
」
と
い

う
。
）
の
融
資
等
の
上
限
は
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
の
銀
行
設
立
当
時
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
は
、

近
年
の
リ
ス
ク
管
理
手
法
と
比
べ
て
過
度
に
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
と
広
く
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景

を
踏
ま
え
、
加
盟
国
は
、
銀
行
に
よ
る
現
在
及
び
将
来
の
支
援
ニ
ー
ズ
へ
の
一
層
幅
広
い
対
応
を
可
能
と
し
、
銀
行
の
機
能
を

強
化
す
る
た
め
、
協
定
に
規
定
さ
れ
て
い
る
融
資
等
の
上
限
の
撤
廃
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
で
一
致
し
た
。

こ
の
改
正
は
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
二
〇
二
三
年
（
令
和
五
年
）
七
月
十
日
に
銀
行
の
総
務
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
銀
行
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
協
定
上
の
融
資
等
の
上
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
で
あ
る
。


